
議案第92号

三朝町特別医療費助成条例の一部改正について

次のとおり三朝町特別医療費助成条例の一部を改正することについて､地方自治法(昭和2 2

年法律第67号)第96条第1項の規定により､本議会の議決を求める｡

平成12年12月19日

三朝町長苫田秀光

平成1 2引2月22日原牽可決

三朝町議会議監恩葦　や:･t善一1 7'lミ､.十71　骨1

三朝町条例第　　号

三朝町特別医療費助成条例の-部を改正する条例

三朝町特別医療費助成条例(昭和4 8年三朝町条例第3 4号)の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下r改正部分｣という｡)に対応する同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分(以下｢改正後部分｣という｡)が存在しない場合には､当該改

正部分を削り､改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には､当該改正後部分を加える｡

改　　正　　後 改　　正　　前

(助成)

第3粂　略

2　前項の規定による助成の額は､次のとおり

とする｡

(1)別表第1号及び第2号に掲げる者にあっ

ては､医療費の全部の額

(2)別表第3号に掲げる者のうち病院等に入

院しているものにあっては医療費(入院時

の食事療養に係る費用を除く｡)から一部

負担金の額に相当する額(以下｢一部負担

金相当額｣という｡)を控除した額

(3)及び(4)　略

3脚部負担金の額は､次の各号

に掲げる給付の区分蛙応じ､当該各号に定め

る額とする｡

( 1 )㈱号から第

(助成)

第3条　略

2　前項の規定による助成の額は､次のとおり

とする｡

(1)別表第1号及び第2号に掲げる者にあっ

ては､医療費の全部の額

(2)別表第3号に掲げる者のうち病院等に入

院しているものにあっては医療費(入院時

の食事療養に係る費用を除く｡)から童A

保健法の規定(同法第2 8粂第2号の規定

を除ぐ｡)の例により算定した一部負担金

の額に相当する額(以下｢一部負担金相当

額｣という｡)を控除した額

(3)及び(4)　略





条例で定めるところにより市町村民税を免

除された者(市町村民税の嘩課期日におい

三見法の施行地に住所を有しない者を除

i且,L

(2)当該医療を受ける日の属する月に_お_Ll_

て_､生活保護法第6条第2項に規定する_畢

鎧護者である者であって規則で定めるもの

_7　_医療を受ける者が､国民年金法等の一部を

改正する法律(昭和60年法律第34号)附

則第3 2条第_1項の規定によりなお従前の例

によるものとされた同法第1条による改正前

･P国民年金艶⊥岬和3 4年尊重第1p4 1号)∴

に基づく老齢碍祉年金(その全額につき支革

が停止されているものを除く｡)の受給権を

有し､かつ､その属する世帯の生計を葺七上

て維持する者が前項各号のいずれかに該当す

る場合に_は､第3項第2号の-部負担金の額

は､同号の規定にかかわらず､保険医療機関

等ごとに1日につき500円_とするo____

_8　第3項第1号の一部負担金の額は､医寮を

受要る者が保険医療機関等から受けた給埋笹

ついて老人保健法第3 0条第1項の医療に要

する費卿こより算定
した額を上限とする

旦____歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて

蟹_ラ_保険医療機関等は､第3項第1号､第__隻

項､夢5項(第3項第1号の給付に係る部分

に限る｡)及び前項の規定の適用について

性,歯科診療及び歯科診療以外の診療ごと

に､それぞれ別個の保険医療機関等とみな

宜且_

第4条　(略)

(一部負担金相当額の支給方法)

第5粂　前条第1項に規定する方法により医療

費の助成を受ける被保険者等(別表第1号及

び第2号に掲げる者並びに同表第3号に掲げ

第4条　(略)

(一部負担金相当額の支給方法)

第5条　前条第1項に規定する方故により医療

費の助成を受ける被保険者等(別表第1号及

び第2号に掲げる者並びに同表第3号に掲げ



附　則

(施行期日)

1　この条例は､平成13年1月1日から施行するo

(経過措置)

2　この条例の施行の日から平成1 3年1月5日までの間におけるこの条例による改正後の三朝

町特別医療費助成条例第3条第5項の規定の適用については､同項中｢厚生労働大臣｣とある

のは､ ｢厚生大臣｣とする｡


